
 

委  託  契  約  書  

 

 

委託業務の名称  宮城県立精神医療センター保全計画策定等業務  

 

委託業務の場所  宮城県立精神医療センター  

 

履 行 期 限  平成３０年１２月２５日  

 

委  託  金  額  金          円  

                   （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額         円）  

 

契  約  保  証  金  免除  

 

 

  宮城県立精神医療センター（以下「発注者」という。）と           

（以下「受注者」という。）とは，頭書業務を委託することについて，次の条項により

契約を締結する。 
 

  （総 則）  

第１条 受注者は，別紙「仕様書」により，頭書の委託金額で，頭書の履行期限までに頭

書の委託業務を完了するものとする。  

２ 前項の「仕様書」に明記されていない仕様事項が生じたときは，発注者受注者協議し

て決めるものとする。  

 

  （権利義務の譲渡等）  

第２条 受注者は，契約によって生ずる権利，義務を第三者に譲渡し，又は承継させては

ならない。  

２ 発注者は，この契約の目的物を自由に使用し，又はこれを使用するため，その内容等

を変更することができるものとする。  

 

  （再委託の禁止）  

第３条 受注者は，委託業務の処理について，その全部又は一部を他に委託し，あるいは

請け負わせてはならないものとする。ただし，書面により発注者の承諾を得たときは，

この限りではない。  

 

  （委託業務の調査等）  

第４条 発注者は，必要に応じ，委託業務の処理状況について調査を行い，また，受注者

に報告を求めることができるものとする。  

 

  （業務内容の変更）  

第５条 発注者は，必要に応じ，委託業務の内容を変更し，又は委託業務を一時中止させ

ることができるものとする。この場合において，委託金額又は履行期限を変更する必要

があるときは，発注者受注者協議して決めるものとする。  

 

  （損害による必要経費の負担）  

第６条 委託業務の処理により発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）の必要経

費は，受注者が負担するものとする。ただし，発注者の責めに帰する理由により損害が

生じたときの必要経費は，発注者が負担するものとし，その額は発注者受注者協議して

決めるものとする。  

 



  （委託料の支払い）  

第７条 受注者は，発注者による業務完了の確認を受けた後，発注者に対して委託金の支

払いを請求するものとする。  

２   発注者は，前項の支払請求書を受理したときは，その受理した日から３０日以内に受

注者に委託金を支払わなければならない。 

 

 （前金払） 

第８条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共

工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」

という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約額の１０分の３以内の額

を超えない額の前払金の支払いを発注者に請求することができる。  

 

  （秘密の保持）  

第９条 受注者は，委託業務の処理上知り得た秘密を漏らしてはならない。  

 

 （履行期限遅滞の違約金）  

第１０条 受注者は，その責めに帰する理由により，履行期限までに委託業務を完了する

ことができない場合，発注者に対し，委託金について遅滞日数に応じ，年５．０％の割

合で計算した違約金を支払わなければならない。  

 

 （契約の解除）  

第１１条 発注者は，次の場合，この契約を解除することができるものとする。  

 (1) 受注者の責めに帰する理由により，履行期限までに委託業務を完了することができ

ないと認めたとき。  

 (2) 受注者が，この契約に違反し，又は不完全な履行をしたとき。  

２ 前項の場合，発注者は受注者に対して委託金を支払わず，また，これに関する一切の

責めを負わないものとする。  

 

  （その他）  

第１２条 この契約に関し，疑義又は定めのない事項が生じたときは，その都度発注者受

注者協議して決めるものとする。  

 

  この契約を証するため，本書２通を作成し，発注者受注者記名押印の上，各自１通を所

持する。  

 

 

  平成  年  月  日  

 

 

発注者 宮城県名取市手倉田字山無番地 

地方独立行政法人宮城県立病院機構 

宮城県立精神医療センター 院長 角藤芳久 

 

 

 

受注者 

 

 

 

 

 

 



別 記 

個人情報取扱特記事項 
（基本的事項） 

第１ 受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，この契約に係る業務（以下単に「業務」という。）

の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう，個人情報の取扱いを適正に行わなけ

ればならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は，業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終了し，

又はこの契約を解除された後においても，同様とする。 

 （個人情報管理責任者等） 

第３ 受注者は，業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任者」とい

う。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め，書面により発注者に報告しなけ

ればならない。 

２ 受注者は，前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は，事前に書面により報告し

なければならない。 

３ 個人情報管理責任者は，個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項を適切

に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は，個人情報管理責任者の指示に従い，特記事項に定める事項を遵守しなければならな

い。 

 （作業場所の特定） 

第４ 受注者は，個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め，あらかじめ発注者に

報告しなければならない。 

２ 受注者は，作業場所を変更する場合は，事前に発注者に報告しなければならない。 

 （個人情報の持ち出しの禁止） 

第５ 受注者は，発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き，個人情報を作業場所から持ち出して

はならない。 

（収集の制限） 

第６ 受注者は，業務を行うために個人情報を収集するときは，業務を達成するために必要な範囲内で，

適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 受注者は，発注者の指示がある場合を除き，業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の

ために利用し，又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（漏えい，き損及び滅失の防止等） 

第８ 受注者は，業務に関して知り得た個人情報の漏えい，き損及び滅失の防止その他の個人情報の適

切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（教育の実施） 

第９ 受注者は，業務に従事している者に対して，在職中及び在職後においても当該契約による事務に

関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないこと及び特

記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項について,教育及

び研修を実施しなければならない。 

（資料の返還等） 

第 10 受注者は，業務を処理するために，発注者から引き渡された，又は受注者自らが収集し，若しく

は作成した個人情報が記録された資料は，業務完了後直ちに発注者に返還し，又は引き渡すものとす

る。ただし，発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第 11 受注者は，業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者

の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 （個人情報の運搬） 

第 12 受注者は，業務を処理するため，又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬す

る必要があるときは，個人情報の漏えい，紛失又は滅失等を防止するため，受注者の責任において，

確実な方法により運搬しなければならない。 

（再委託の承諾） 

第 13 受注者は，業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし，発注者が書面により承諾



した場合を除き，第三者にその取扱いを委託してはならない。なお，再委託した業務をさらに委託す

る場合以降も同様とする。 

２ 受注者は,前項の規定による承諾を受ける場合は,再委託先の名称,再委託する理由,再委託して処

理する内容,再委託先において取り扱う情報,再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並

びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で,業務の着手前に,書面により再委託す

る旨を発注者に協議し,その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合，受注者は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに，発注者に対し

て，再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は，再委託先との契約において,再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具

体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は,再委託先に対して業務を委託した場合は,その履行状況を管理・監督するとともに,発注

者の求めに応じて,管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 

（実地調査） 

第 14 発注者は，受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用，管理状況等について，随時実地に調

査することができる。 

（指示及び報告等） 

第 15 発注者は，受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため，受注者に対し

て必要な指示を行い，又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第 16 受注者は，個人情報の適切な管理を確保するため，業務に関して取り扱う個人情報の取扱要領等

を作成し，発注者に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第 17 受注者は，業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は，その事故の発生に係る帰責の

有無に関わらず，直ちに発注者に対して，当該事故に関わる個人情報の内容,件数,事故の発生場所,

発生状況等を書面により報告し，発注者の指示に従うものとする。 

２ 発注者は，業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は，必要に応じて当該事故に関する

情報を公表することができる。 

（損害賠償） 

第 18 業務の処理に関し，個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）の

ために生じた経費は，受注者が負担するものとする。 

 

 


